
FUNリーグ和歌山 2026 開催要項 

 

 

1. 名称 

FUNリーグ和歌山 

 

2. 主催・主管 

和歌山県フットサル連盟 

 

3. 目的 

フットサルを通して健康増進と生涯スポーツとしてフットサルを楽しむ機会の創出 

 

4. 開催期間 

2026 年 6 月～2027 年 3月 

 

5. 会場 

和歌山県内の体育館または施設 

 

6. リーグ構成 

紀北リーグ（御坊以北）：8チーム 

紀南リーグ（印南以南）：8チーム 

※参加チーム数により紀北、紀南を分けない場合もある。 

 

7. 競技方法 

総当たり 2周 

ランニングタイム 15 分ハーフとし、ハーフタイムは 5 分とする。（タイムアウトなし） 

 

8. 競技規則 

（公財）日本サッカー協会 2026 年度フットサル競技規則による。なお、本リーグは安

全のため、相手選手に対するスライディングタックルを禁止とする。（再開方法は直接

フリーキックとし、反則が相手 PA内の時は PKが与えられる） 

 

9. チーム資格 

6 名以上のチーム。 

責任を持ち、チームを統括できる代表者がいるチーム。 



チームにフットサル審判資格保有者を 2人登録する。（毎年春に新規講習会を実施） 

 

10. 選手資格 

和歌山県フットサル連盟、和歌山県フットサルリーグ（トップリーグ）に登録した選手、

他府県で連盟登録した選手は 2名まで登録できる。 

15 歳以上（高校生以上）の男性・女性。 

18 歳未満の選手については保護者の同意がいるものとし、チームの代表者は 18 歳以上

とする。 

FUNリーグ内でほかのチームと重複していない者。 

違反のあったチームは、処分を連盟で協議し、決定する。 

 

11. ユニフォーム 

原則として統一されたシャツで背番号がついていること。 

統一されていない場合であっても試合は有効とする。 

両チームとも不揃いの場合は、ビブスを片方のチームが着用し、チームが判別できるも

のとする。 

必ずストッキング、レガースは着用すること。 

靴は施設によって許可されているものとする。 

 

12. 選手数 

キックオフ時に 5名に満たない場合は棄権扱いとする。 

 

13. 退場措置 

退場処分を受けた選手は自動的に次の試合は出場停止とし、以降の試合は連盟で決定す

る。 

 

14. 棄権扱い 

棄権試合の戦績は 0-5 とする。 

棄権を 2回重ねたチームはリーグ戦より除名とし、以降の試合は行わない。 

 

15. 勝ち点 

勝＝3点、分=1点、負=0 点、棄権負け=-3 点 

 

16. 順位 

① 勝点 

② 対戦成績 



③ 得失点差 

④ 総得点 

⑤ 総失点 

⑥ 抽選 

の順に決定する。 

 

17. 審判 

試合をしていないチームで行う。 

各チームは、事前に審判講習会を受講し審判資格を取得した者が 2名以上いなければな

らない。 

やむを得ない理由により審判資格保有者が審判を行えない場合は、試合 2日前の正午ま

でに連絡すること。 

連絡がなく、当日になり審判を行えなかった場合当該チームの試合は棄権扱いとし、年

間 2回しなかった場合、チームは除名とする。 

 

18. 傷害保険 

各チームでスポーツ保険に加入すること。登録の際、加入者名簿を提出すること。 

 

19. 参加料 

上限 40,000 円 

（参加チーム数により変動あり。棄権等により除名になった場合でも返金はしないもの

とする） 

 

20. 申し込み 

以下URLより申込み。 

2026 年 4 月 19 日締め切り。 

 


